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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
ア
イ
ヌ
民
族
に
係
る
歴
史
教
科
書
の
記
述
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
北
海
道
土
地
売
貸
規
則
」
、
「
地
所
規
則
」
、
「
北
海
道
地
券
発
行
条
例
」
、
「
北
海
道
土
地
払
下
規
則
」

及
び
「
北
海
道
国
有
未
開
地
処
分
法
」
並
び
に
「
ア
イ
ヌ
の
サ
ケ
漁
・
シ
カ
猟
禁
止
」
に
つ
い
て
は
、
「
ア
イ
ヌ
政
策
の
あ

り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
の
報
告
書
（
平
成
二
十
一
年
七
月
。
以
下
「
有
識
者
懇
談
会
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
「
近
代
的
な
土
地
所
有
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
狩
猟
、
漁
撈
、
採
集
な
ど
の
場
を
狭
め
ら
れ
、
さ

ら
に
狩
猟
、
漁
撈
の
禁
止
も
加
わ
り
貧
窮
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
旧
土
人
保
護
法
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
三
五
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
有
識
者
懇
談
会
報
告
書
に
お
い
て
、
「
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
下
付
さ
れ
た
土

地
に
は
農
地
に
適
さ
な
い
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
」
こ
と
及
び
「
ア
イ
ヌ
の
子
弟
の
日
本
語
の
習
得
を
優
先
す
る
教
育
が

行
わ
れ
た
が
、
理
科
や
地
理
な
ど
は
教
え
ら
れ
ず
、
就
学
年
限
を
四
年
間
（
和
人
は
六
年
間
）
と
し
た
時
期
も
あ
る
な
ど
、

和
人
の
子
弟
と
の
間
に
は
格
差
が
見
ら
れ
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一



こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
も
同
様
に
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
つ
い
て
は

、
政
府
と
し
て
も
同
様
に
考
え
て
い
る
。

五
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

教
科
書
に
お
い
て
、
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
欠
陥
の
な
い
範
囲
に
お
い
て
、

申
請
図
書
の
発
行
者
等
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
申
請
図
書
に
お
け
る
旧
土
人
保
護
法
に
関
す
る
「
ア
イ

ヌ
の
人
々
の
土
地
を
取
り
上
げ
て
、
農
業
を
営
む
よ
う
に
す
す
め
ま
し
た
。
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
、
教
科
用
図
書
検

定
調
査
審
議
会
に
お
い
て
調
査
審
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
旧
土
人
保
護
法
の
趣
旨
を
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
土
地
を
取
り
上
げ
る

も
の
と
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
記
述
の
欠
陥
と
し
て
「
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
表
現
で
あ
る
。
（
旧
土
人
保
護
法
の
趣
旨
）
」
と
の
検
定
意
見
を
付
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、

文
部
科
学
省
は
、
当
該
検
定
意
見
を
申
請
者
で
あ
る
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
に
対
し
て
通
知
し
、
当
該
記
述
の
修
正
を
求

め
た
。

二



当
該
検
定
意
見
を
踏
ま
え
申
請
者
で
あ
る
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
後
の
「
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
土

地
を
あ
た
え
て
、
農
業
中
心
の
生
活
に
変
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議

会
に
お
い
て
調
査
審
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
必
要
な
修
正
が
な
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
「
生

徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で
あ
る
。
（
旧
土
人
保
護
法
の
趣
旨
）
」
と
い
う
記
述
の
欠
陥
は
解
消
さ
れ
た
も
の
と

考
え
て
い
る
。

三


